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 危機管理又はコンプライアンスの観点から、重要と思われるトピックを以下のとおり取りまとめましたので、ご参照ください。 

 なお、個別の案件につきましては、当事務所が関与しているものもありますため、一切掲載を控えさせていただいております。 

 

【2021 年 10 月 28 日】 

米国司法省副長官、企業犯罪の取締りに関する指針を変更 

モナコ・メモ：https://www.justice.gov/dag/page/file/1445106/download 

リサ・モナコ米国司法省副長官のスピーチ：https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-lisa-o-monaco-

gives-keynote-address-abas-36th-national-institute 

 

 2021 年 10 月 28 日、リサ・モナコ米国司法省副長官は、従前の米国司法省における企業犯罪の取締指針を変更する内容のメ

モランダム(以下｢モナコ・メモ｣といいます。)を発出しました。モナコ・メモにおいて注目すべき点は、下記のとおりであり、いずれも

企業犯罪の取締りに関する取締指針を、ドナルド・トランプ政権下より強化するものです。 

① 企業犯罪の処理において、過去の全ての不正行為を考慮すること 

 米国司法省の方針や手続において定めた Justice Manual9-28.600 は 1、検察官は、企業犯罪の処理に当たって、当該企

業が過去に行った類似の行為(similar conduct)を考慮することができると定めています。 

 しかし、モナコ・メモは、企業の過去の行為は、類似のものでなくても内部統制(internal controls)や企業文化(corporate 

culture)に関する指標となることから、企業犯罪の処理に当たっては、米国内と米国外のいずれにおいて行われたものか、

刑事・民事のいずれであるか等を問わず、当該企業及びその関係会社 2が過去に行った全ての不正行為(misconduct)を考

慮すべきであるとしています。モナコ・メモは、この指針に基づき、Justice Manual を改訂する予定であるとしています。 

 

② 企業犯罪の処理において、企業の協力が評価されるためには、当該企業が、不正行為に関係した全ての個人を特定

し、不正行為に関する(秘匿特権の対象とならない)全ての情報を提供する必要があること 

 2015 年 9 月 9 日にサリー・イエーツ米国司法省副長官(当時)により発出されたメモランダム(以下｢イエーツ・メモ｣といいま

す。)3においては、米国司法省が Deferred Prosecution Agreement(訴追延期合意)等で企業の協力を評価するためには、企

業が不正行為に関与した全ての個人を特定し、不正行為に関する全ての情報を米国司法省に提供しなければならないとさ

れていましたが、2018 年 11 月 29 日、ロッド・ローゼンスタイン米国司法省副長官(当時)は、イエーツ・メモの企業訴追に関

                                                   
1  Justice Manual は、本原稿執筆時の 2021 年 11 月 28 日時点のものである。以下同じ。 

2  モナコ・メモでは、｢the target company's parent, divisions, affiliates, subsidiaries, and other entities within the corporate family｣と述

べられています。 

3  https://www.justice.gov/archives/dag/file/769036/download 
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する指針を変更し、犯罪行為の主要な(substantially)関与者に関する証拠等を提出すれば良いと発言し 4、現在の Justice 

Manual9-28.700 等もそのように定めています。 

 しかし、モナコ・メモは、イエーツ・メモの指針に回帰し、企業犯罪の処理において企業の協力が評価されるためには、当該

企業が、不正行為に関係した全ての個人を特定し、不正行為に関する(秘匿特権の対象とならない)全ての情報を提供しな

ければならないとしています。また、モナコ・メモは、この指針に基づき、Justice Manual を改訂する予定であるとしています。 

 

③ 第三者によるモニタリングの活用 

 2018 年 10 月 11 日にブライアン・ベンチコフスキー司法次官補(当時)により発出された、メモランダム 5などは、企業犯罪に

対する措置のうち、第三者によるモニタリング(independent corporate monitors)は企業に費用や負担をかけるものであるこ

とから、例外的なものと位置付けていました。 

 しかし、モナコ・メモは、企業犯罪に対する措置として適切かつ必要であるならば、第三者によるモニタリングを活用すべき

であるとしており、この点についてベンチコフスキー・メモの方針を修正等することを明らかにしています。また、リサ・モナコ

米国司法省副長官は 2021 年 10 月 28 日のスピーチにおいて、従前第三者によるモニタリングは例外的な措置として位置

付けられていたが、かかる指針は撤廃する旨述べています。 

 

以 上 

 

 
 

 

                                                   
4  https://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-rod-j-rosenstein-delivers-remarks-american-conference-

institute-0 

イエーツ・メモ及びロッド・ローゼンスタイン米国司法省副長官(当時)の企業訴追に関する方針については、本ニューズレター2017

年 9 月号(｢米国司法省副長官、企業起訴に関する指針の変更に言及｣)も併せてご参照ください。 

5  https://www.justice.gov/opa/speech/file/1100531/download 

当事務所危機管理プラクティスグループは、経営責任追及が想定される重大な紛争・不祥事等の危機発生時の対応についてリーガルサー

ビスを提供しています。具体的には、(1)関係当局による調査・捜査への対応、(2)適時開示を含めた証券取引所対応、(3)監督官庁等の官

公庁対応、(4)マスコミ対応、に関する助言をするほか、国際的な案件では、外国法律事務所等との連携のもとに対応策を助言します。ま

た、紛争・不祥事発生の原因となった事実関係の調査をするとともに、対応策の一環として再発防止策の策定等を行います。これらの業

務を遂行するに当たっては関係当局での勤務経験を有する弁護士が関与することにより、実践的な対応を心がけています。危機予防的観

点から、コンプライアンス・リスクマネジメント・内部統制に係る体制整備についての助言も行います。 

本ニューズレターは、クライアントの皆様のニーズに即応すべく、危機管理分野に関する最新の情報を発信することを目的として発行し

ているものです。 

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 

 

西村あさひ法律事務所 広報室 E-mail  
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